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基準日について

対象となる休暇について

厚労省　働き方改革　Q&A検索ワード

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

Q&A

2019 年 4月より前（例えば 2019年 1月）に 10日以上の年次有給休暇を付与している場合に
は、そのうち５日分について、2019年 4月以後に年５日確実に取得させる必要がありますか。

改正法が施行された2019年４月１日以後、最初に年10日以上の年次有給休暇を付与する日（基準日）

から、年５日確実に取得させる必要があります。よって、2019年４月より前に年次有給休暇を付与

している場合は、使用者に時季指定義務が発生しないため、年５日確実に取得させなくとも、法違反

とはなりません。

４月１日に入社した新入社員について、法定どおり入社日から６か月経過後の 10月１日に年
次有給休暇を付与するのではなく、入社日に 10日以上の年次有給休暇を付与し、以降は年度
単位で管理しています。このような場合、基準日はいつになりますか。

この場合、４月１日が基準日となります。詳細は P.32 をご参照ください。

使用者が年次有給休暇の時季を指定する場合に、半日単位年休とすることは差し支えありませ
んか。また、労働者が自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を使用者
が時季を指定すべき年５日の年次有給休暇から控除することができますか。

時季指定に当たって、労働者の意見を聴いた際に、半日単位での年次有給休暇の取得の希望があった

場合には、半日（0.5 日）単位で取得することとして差し支えありません。

また、労働者自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、取得１回につき 0.5 日として、使

用者が時季を指定すべき年５日の年次有給休暇から控除することができます。

（なお、時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が自

ら取得した場合にも、その時間分を５日から控除することはできません）
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※個別の事案についての質問は、所轄の労働基準監督署または都道府県労働局にお問い合わせください。（P.61 参照）

※この他にも、よくある質問が厚生労働省のHPに掲載されています。
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パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者であって、１年以内に付与される	年次
有給休暇の日数が10日未満の者について、前年度から繰り越した日数を含めると10日以上と
なっている場合、年５日確実に取得させる義務の対象となるのでしょうか。

対象とはなりません。前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まず、当年度に付与される法定

の年次有給休暇の日数が10日以上である労働者が義務の対象となります。

（年次有給休暇の付与日数に関するルールは P.27 参照）

前年度からの繰り越し分の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を使用者が時季を指
定すべき年５日の年次有給休暇から控除することができますか。

労働者が実際に取得した年次有給休暇が前年度からの繰り越し分の年次有給休暇であるか当年度の基

準日に付与された年次有給休暇であるかについては問わないものであり、ご質問のような取扱いも可

能です。

法定の年次有給休暇に加えて、会社独自に法定外の有給の特別休暇を設けている場合には、そ
の取得日数を５日から控除することはできますか。

法定の年次有給休暇とは別に設けられた特別休暇（たとえば、労働基準法第 115条の時効が経過した

後においても、取得の事由及び時季を限定せず、法定の年次有給休暇日数を引き続き取得可能として

いる場合のように、法定の年次有給休暇日数を上乗せするものとして付与されるものを除く。以下同

じ）を取得した日数分については、�控除することはできません。

なお、当該特別休暇について、今回の改正を契機に廃止し、年次有給休暇に振り替えることは、法改

正の趣旨に沿わないものであるとともに、労働者と合意をすることなく就業規則を変更することによ

り特別休暇を年次有給休暇に振り替えた後の要件・効果が労働者にとって不利益と認められる場合は、

就業規則の不利益変更法理に照らして合理的なものである必要があります。

今回の法改正を契機に、法定休日ではない所定休日を労働日に変更し、当該労働日について、
使用者が年次有給休暇として時季指定することはできますか。

ご質問のような手法は、実質的に年次有給休暇の取得の促進につながっておらず、望ましくないもの

です。

出向者については、出向元、出向先どちらが年５日確実に取得させる義務を負いますか。

在籍出向の場合は、労働基準法上の規定はなく、出向元、出向先、出向労働者三者間の取り決めによ

ります。（基準日及び出向元で取得した年次有給休暇の日数を出向先の使用者が指定すべき５日から控

除するかどうかについても、取り決めによります）

移籍出向の場合は、出向先との間にのみ労働契約関係があることから、出向先において 10日以上の

年次有給休暇が付与された日から１年間について 5日の時季指定を行う必要があります。（なお、こ

の場合、原則として出向先において新たに基準日が特定されることとなり、また、出向元で取得した

年次有給休暇の日数を出向先の使用者が指定すべき５日から控除することはできません）
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